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農地を相続したら、登記・届出をお願いします
問農林課 農地係（農業委員会事務局）　☎ 92-7945

　農地を次の世代にトラブルなく引き継ぐため、農地の所有者が亡くなったときは、相続登記（所有者の名義変更）を行い、
農業委員会へ相続した旨の届出をお願いします。
　令和 6年 4月 1日から相続人は、不動産（土地・建物）を相続で取得したことを知った日から 3年以内に、相続登記
をすることが法律上義務付けられました。法施行以前に相続した不動産も対象となります。
　なお、正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

山林を相続したら、登記・届出をお願いします
問農林課 農林係　☎ 92-7945

　山林を次の世代にトラブルなく引き継ぐため、山林の所有者が亡くなったときは、相続登記（所有者の名義変更）を行い、
農林課へ相続した旨の届出をお願いします。
　令和 6年 4月 1日から相続人は、不動産（土地・建物）を相続で取得したことを知った日から 3年以内に、相続登記
をすることが法律上義務付けられました。法施行以前に相続した不動産も対象となります。
　なお、正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

令和 7年度　土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
問税務課 固定資産税係　☎ 92-7918

　令和 7年度土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧を次のとおり行います。
　縦覧とは、固定資産税の納税者が、自己の所有する固定資産（土地、家屋）と他の固定資産を比較することで、価格（評
価額）が適正であるか確認するための制度です。

▽縦覧日時　4月 1日（火）～ 5月 30日（金）
　　　　　　午前 8時 30分～午後 5時 15分（土・日曜日、祝日を除く）
▽縦覧場所　税務課 固定資産税係（役場 1階）
▽必要書類　本人確認書類（運転免許証、マイナンバーカード等）
　　　　　　※代理人が縦覧する場合は委任状　（法人の場合は、法人印または代表者の職印が押された委任状）
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